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○

ﾊｲブﾘｯド自動車の税率軽減拡充

Q:平成11年度の地方税の改正では、 ノ、

イブリッド自動車に係る税率の軽減措置が拡

充されたようですが、内容を教えてください。

A:税率から控除する率を、バス・ト
ー

フツ

クについては2．7％に、その他の自動車に

ついては2．2％に拡充されました。

【解説】

内燃機関を有する自動車で併せて電気等を

動力源とし廃エネルギーを回収する機能を有

することにより自動車排出ガスの抑制に資す

る自動車（いわゆるハイブリッド自動車）の

取得について、税率から、バス・卜
ー

フ ツクに

ついては2．4％、その他の自動車について

は2％を控除する特例措置が、平成12年3

月31日までの取得に限り講じられています。

平成11年度の自動車取得税の改正におい

て、低公害車の普及が一層求められているこ

と等から、この自動車取得税の特例措置につ

いて、税率から控除される率を、バス・トラ

ックについては27％に、その他の自動車

については2．2％にそれぞれ拡充すること

となりました。

ハイブリッド自動車の特例以外にも、自動

車取得税について、次のような特例措置の創

設等が行われています。

(1)電気自動車、天然ガス自動車及びメタノー

ル自動車に係る軽減措置の拡充

(2)低燃費自動車に係る課税標準の特例措置の

創設

(3)平成12年排出ガス保安基準に適合する自

動車に係る税率の特例措置の創設


